
太
陽
光
発
電
の
買
取
り
期
間
が
終
了 

Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
後
の
対
応 

Ｆ
Ｉ
Ｔ
か
ら
の
自
立
へ
向
け
た
道
筋
を 

  

政
府
は
２
０
０
９
年
11
月
に
「
余
剰
電
力
買

取
制
度
」
を
導
入
し
ま
し
た
。
全
て
の
電
力
利

用
者
か
ら
「
太
陽
光
発
電
促
進
付
加
金
」
を
徴

収
し
、
こ
れ
を
原
資
に
電
力
会
社
が
太
陽
光
の

電
力
を
買
取
る
こ
と
で
、
太
陽
光
発
電
設
備
の

普
及
を
後
押
し
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
当

初
の
買
取
価
格
は
住
宅
用
太
陽
光
発
電
（
10
㌔

㍗
未
満
）
で
48
円
（
１
㌔
㍗
あ
た
り
）
と
、
家

庭
向
け
平
均
電
力
単
価
の
２
倍
を
超
え
る
水
準

に
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
も
こ
の
買
取
価
格

は
10
年
間
保
証
さ
れ
ま
す
。 

そ
の
後
、
２
０
１
１
年
の
東
日
本
大
震
災
を

経
て
、
２
０
１
２
年
７
月
に
同
制
度
は
風
力
発

電
な
ど
他
の
再
生
エ
ネ
も
含
め
た
「
固
定
価
格

買
取
制
度
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
）
」
に
発
展
し
ま
し
た
。 

             

こ
の
「
余
剰
電
力
買
取
制
度
」
時
代
に
導
入

さ
れ
た
住
宅
用
太
陽
光
発
電
に
対
す
る
買
取
り

義
務
が
、
２
０
１
９
年
11
月
以
降
順
次
終
了
す

る
の
で
す

（
注
）

。
そ
の
件
数
は
11
～
12
月
だ
け

で
約
53
万
件
と
さ
れ
、
２
０
２
３
年
ま
で
に
は

約
１
６
５
万
件
、
出
力
ベ
ー
ス
で
６
７
０
万
㌔

㍗
に
達
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
表
１
）。
こ

れ
は
一
般
的
な
原
発
６
～
７
基
分
に
相
当
し
ま

す
。 

      

一
般
に
太
陽
光
パ
ネ
ル
は
20
～
30
年
間
発

電
し
続
け
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
後
も
10
～
20
年
は
使
い

続
け
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
設
置
者
は
①
自
家

消
費
す
る
か
、
②
相
対
・
自
由
契
約
で
余
剰
電

力
を
売
買
す
る
か
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
大
き
く
２
つ
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。 

第
１
に
、
設
置
者
は
情
報
量
や
交
渉
力
に
劣

る
消
費
者
で
あ
る
た
め
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
者
が
そ

の
事
実
を
認
知
し
、
そ
の
後
の
使
い
方
を
積
極

的
に
選
択
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
工
夫
が
必

要
で
す
。 

第
２
に
、
す
で
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒
業
後
の
買
取
を

表
明
す
る
事
業
者
や
蓄
電
池
等
の
営
業
販
売
を

行
う
事
業
者
が
現
れ
て
い
ま
す
が
、
誰
が
タ
ー

ゲ
ッ
ト
で
あ
る
か
（
ど
の
世
帯
が
、
い
つ
Ｆ
Ｉ

Ｔ
卒
業
を
迎
え
る
か
）
が
第
三
者
か
ら
は
特
定

で
き
な
い
た
め
、
現
在
買
取
を
行
っ
て
い
る
事

業
者
と
そ
れ
以
外
と
の
間
の
競
争
上
の
公
平
性

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
政

府
は
５
つ
の
方
針
を
と
り
ま
と
め
て
対
応
を
急

い
で
い
ま
す
（
図
表
２
）
。 

               

再
エ
ネ
は｢

Ｆ
Ｉ
Ｔ
か
ら
の
自
立｣

へ
向
け
た
取

り
組
み
を
加
速
さ
せ
る
時
期
に
来
て
い
ま
す
。
今

年
７
月
に
政
府
が
決
定
し
た｢

第
５
次
エ
ネ
ル
ギ

ー
基
本
計
画｣

で
は
、
２
０
５
０
年
に
再
エ
ネ
の

｢

経
済
的
に
自
立
し
脱
炭
素
化
し
た
主
力
電
源
化

を
目
指
す
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
主
力
電
源
た
る

に
は｢

コ
ス
ト
競
争
力｣

と｢

長
期
安
定
性｣

が
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
、
こ
れ
ま
で
は
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
頼

っ
て
き
た
た
め
、
そ
の
弊
害
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。 

電
力
会
社
が
買
い
取
る
費
用
は
私
た
ち
家
庭

な
ど
電
力
の
消
費
者
か
ら
「
賦
課
金
」
と
し
て

集
め
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
額
は
６
年
ほ
ど
で
10

倍
以
上
に
膨
ら
ん
で
い
ま
す
。
「
長
期
安
定
性
」

に
つ
い
て
も
導
入
拡
大
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
導
入

量
の
８
割
が
太
陽
光
に
偏
重
し
た
り
、
不
適
切

な
事
業
者
の
参
入
を
許
し
地
域
社
会
と
の
ト
ラ

ブ
ル
を
引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。 

政
府
は
、
早
急
に
「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
か
ら
の
自
立
」

へ
向
け
た
道
筋
を
示
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

迫る2019年のＦＩＴ卒業 

再生可能エネルギーの「ＦＩＴからの自立」を 
 

住宅用太陽光発電が転換期を迎えています。電力会社による買取制度が来年11月で導入から丸10年

を迎え、電力会社は買取り義務がなくなります。いわゆる「ＦＩＴ卒業」を間近に控え、各家庭は新たに買

取り事業者を選ぶなど何らかの対応が必要となります。        電機連合 総合産業・社会政策部門 

電機連合＠見える化通信 Vol.９３（２０１８.１１） 「見える化通信」では、難しそうで見えづらい政策課題の中身を月に一回紹介します。

■図表２ 買取期間終了に向けた対応方針

①政府による広報 ・情報提供サイトの設置、新聞及びウ
ェブへの周知広告 等 

②地域との連携 ・自治体等による特色ある取り組みと
連携 

③買取メニュー 
発表の時期 

（大手電力会社のみ） 

・年内に買取メニュー等の発表時期を
公表 

・2019.4-6末までに具体的な買取メニ
ュー等を発表 

・契約締結の解禁は 2019.4 以降 
④買取期間終了者

への個別通知
・買取期間終了の 6 ヵ月前～4 ヵ月前
に全ての買取事業者から個別に通
知 

・大手電力会社の個別通知は、自社
の買取メニューだけでなく中立的な
記載と必ずセットにする 

⑤契約・営業活動
の制約 

（大手電力会社のみ） 

・買取期間終了後 1 回目の契約で
は、違約金等契約の解除を制限す
る条項は設けない 

■図表１ ＦＩＴを卒業する住宅用太陽光発電の推移 

注
：
な
お
産
業
用
太
陽
光
発
電
（
10
㌔
㍗
以
上
）
は
２
０

１
２
年
７
月
開
始
の
固
定
価
格
買
取
制
度
の
対
象
で

あ
り
、
買
取
保
障
期
間
は
20
年
の
た
め
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
卒

業
は
２
０
３
２
年
７
月
以
降
と
な
り
ま
す
。 


